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[主要な活動内容] 

1 講演会等の開催 

  6 月は、5 件の講演会を実施したほか、大阪で第 5 回目となるエンジョイセ

ミナー、東京海上日動火災保険株式会社様ほかとの共催により、第 2 回目と

なる安全対策啓発セミナーを実施いたしました。6 月は、株主総会などで皆様

お忙しいため心配いたしましたが、多数の方にお越しいただけました。こと

に、今回の大阪でのエンジョイセミナーは、関西経済連合会及び大阪商工会

議所のご協力をいただけたため、今までで最も多い参加者を得るとともに、

その約半数は、非会員企業の皆様でした。 

  7 月は、通常の講演会を 5 件実施する予定のほか、第 2 回 海外安全対策講

座（7 月 2 日（木））を実施する予定です。 

また、7 月 6 日（月）及び 7 日（火）には、恒例の ENAA 研究成果発表会

を行います。 

いずれも、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

2 国土交通省との意見交換会の実施 

  6 月 3 日（水）には伊藤忠商事株式会社様、6 月 10 日（水）には新日鉄住

金エンジリアリング株式会社様が、国土交通省との勉強会に参加され、熱心

な意見交換がなされました。 

 

3 経済産業省との交流会 

  6 月 4 日（木）、18 日（木）及び 25 日（木）に、経済産業省から海外赴任

される皆様との交流会を実施いたしました。冒頭、協会側からインフラシス

テムの内容や大使館等への期待について説明した後、会員企業関係者と海外

赴任される方との個別面談を実施しました。 

 

4 「Enevolution」の協議会事務局に決定 

  経済産業省資源エネルギー庁が推し進めている「インフラ輸出等を通じた

エネルギー産業の国際展開を推進する『Enevolution』イニシアティブ」の協

議会事務局に当協会が指名されました。 
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  このイニシアティブは、5 月 21 日に安倍総理より発表された「質の高いイ

ンフラパートナーシップ」の一環で実施されるもので、効率的で信頼性の高

いエネルギーインフラの整備を進め、アジアの人々の生活の質の改善を目指

すものです。 

  参加する民間企業の多くが当協会の賛助会員であることも、協議会事務局

に指名された要因の一つと考えています。 

  6 月 10 日（水）に第 1 回目の協議会が開かれました。今後 WG を設置する

などして、活動内容を深化させていく方針です。 

 

5 平成 27 年度 エンジニアリング功労者賞・奨励特別賞決定 

  毎年恒例の「エンジニアリング功労者賞・奨励特別賞」を決定し、6 月 15

日（月）に発表いたしました。今回は、エンジニアリング功労者賞 12 件（国

際貢献、エンジニアリング振興、環境貢献、中小規模プロジェクト各 3 件ず

つ）と、エンジニアリング奨励特別賞 6 件が選ばれました。今年は、奨励特

別賞で初めて「インフラシステム輸出」に係る表彰案件が出ました。 

  表彰式は、昨年と同様、7 月 21 日（火）に、新橋にある第一ホテル東京で

実施する予定です。 

 

6 第 1 回 海洋エンジニアリング委員会開催 

  本年度から設置された海洋エンジニアリング委員会が、6 月 12 日（金）に

第 1 回目の会合を開き、委員長の互選や今後の活動方針などについて議論が

なされました。 

  当協会の行う海洋関係の事業については、「海洋石油ガス技術等に関する動

向調査（いわゆる技術マップ）」が内閣の総合海洋政策本部で話題になるなど、

内外の注目を集めています。 

 

7 その他 

  6 月 12 日（金）に、新たに日本鉄道車両輸出組合の専務理事に就任された

村崎勉氏が、就任の挨拶にこられました。村崎氏は経済産業省在任当時、ミ

ャンマーのティラワ開発に尽力をされたことで覚えておられる方も多いと思

います。今後のご活躍を期待したいと思います。 





氏名 所属/役職

評議員 江嶋　聞夫 株式会社小松製作所　 シニア・フェロー

同 大川　尚哉 前田建設工業株式会社　常務執行役員

同 大島　邦彦 株式会社熊谷組　 執行役員経営企画本部副本部長

同 太田　進 東レエンジニアリング株式会社　 代表取締役社長

同 岡　健司 株式会社日本海洋生物研究所　 代表取締役会長

同 金森　健 三井物産株式会社　 常務執行役員プロジェクト本部長

同 小峯　裕之 三井造船株式会社　 取締役常務執行役員　エンジニアリング事業本部長

同 佐々木　和彦 応用地質株式会社　 常務執行役員

同 佐藤　浩 伊藤忠商事株式会社　 執行役員プラント・船舶・航空機部門長

同 山東　理二 三菱商事株式会社　 執行役員インフラ事業本部長(兼)環境事業本部長

同 白木　敏之 日立造船株式会社　執行役員

同 田中　信介 川崎重工業株式会社　 顧問

同 塚原　泰樹
横河ソリューションサービス株式会社　 常務執行役員ソリューション技術
本部長

同 檜山　浩國 株式会社荏原製作所　 技術・研究開発統括部長

同 福田　直利 電源開発株式会社　 取締役常務執行役員・原子力事業本部長代理

同 細谷　功
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社　 取締役常務執行役
員エンジニアリングカンパニープレジデント

同 眞部　晶平 株式会社神戸製鋼所　 専務執行役員エンジニアリング事業部門長

同 宮崎　淳 岩谷産業株式会社　 常務執行役員

同 世一　英俊 株式会社安藤・間　 常務執行役員技術本部長

評　議　員　名　簿

2015年6月30日現在

（敬称略・50音順）



 

＜平成２６年度 事業概況＞ 
１．全体概況 

 平成 26 年度協会活動は、前年度に引き続き、3 つの重点事業（①新事業の芽出し活動の

推進 ②会員サービスの一層充実 ③新規入会キャンペーン）を軸に展開した。  

7 月に会員企業 176 社に協会活動に関するアンケート（実施事業への認知度・関心度、

充実強化すべき事業）を実施したが、102 社（58％）から回答があり、協会活動に対して

概ね（約 80％）好評価のアンケート結果を得た。  

また前中期経営計画（平成 25－27 年度）に引き続き、新中期経営計画（平成 27－29 年度）

を策定し、協会の目指すべき姿は、前計画と同様に「エンジニアリング産業への貢献活動を積

極的に行う、信頼できる団体」と規定し、具体的な重点活動分野として、「①新事業の芽出し活

動の推進」「②会員サービスの一層の向上」「③エンジニアリング関連産業の認知度向上」を設

定した。  

（１）新事業の芽出し活動の推進・・・＜継続と拡大＞ 

 １）受託事業は、メタンハイドレート開発、大水深開発、小規模地熱発電、海洋開発技

術、水素関連技術等に関わる各種調査・研究をテーマに、経済産業省、NEDO、JOGMEC、

国土交通省海事局、地方自治体などから計 15 件を受託した。  

国土交通省海事局からは初の受託で、当協会作成の海洋開発技術に関する調査（海洋技

術マップ）が、諸官庁を含む関係者の注目を集め、更なる展開が期待される。また各地で

普及啓発活動展開中の小規模地熱発電では、7 件の受託を得た。  

 ２）補助事業は、（公財）ＪＫＡ7 件（国土強靭化、エネルギー・環境、人材育成・標準

化等）、震災復興関連 1 件、高圧ガス設備の耐震補強支援の補助事業 2 件の合計 10 件

を得た。 

 

（２）会員サービスの一層充実・・・＜拡大・深化・定着＞   

 １）平成 26 年 4 月「インフラシステム輸出の更なる拡大に向けて」、平成 27 年 2 月「イ

ラク共和国バスラ地域における在外公館（総領事館）設立のお願い」を関係省庁に提

言した。  

２）講演会は、年間 55 回実施したが、東京のみならず、大阪、福岡でも各１回の講演会

（エンジョイセミナー）を実施し、省庁の事務次官・局長クラス、ハイレベルの民間

有識者に講師を務めていただいた。エンジニアリングシンポジウムは１日制が定着し、

今年度も好評であった。  

 ３）関係省庁・機関（経済産業省、外務省、国土交通省、環境省、JETRO、NEDO）と

の交流会を安定軌道に乗せ、大使館赴任者との交流会、国土交通省国土交通審議官、

環境省地球環境審議官との意見交換会、エスコートサービス（会員を官庁や独立行政

法人にアポイントを取ってお連れする会員サービス）等を通じて、官民のパイプ役と

してのサービス機能を更に発揮した。                    
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４）WEB サイトでは、新たに「会員のひろば」、「安全・安心まちづくりソリューション」

を立ち上げて会員の商品・サービス・新技術情報等を提供し、安全対策支援室 WEB

サイトも立ち上げて海外安全対策情報の提供サービスを開始した。同室では安全対策

啓発セミナー及び海外安全対策講座を企画・実施し、関係先において「安全対策はＥ

ＮＡＡに相談」の認識が広まった。  

                                     

５）プロジェクトマネジメント（ＰＭ）セミナーに関しては、個別企業への出前講座や

英語版セミナーも好評を得、Ｌ１（基礎）、Ｌ２（応用）講座の参加者数も増大、ＰＭ

講座実施大学も拡大し、東南アジアでのＰＭセミナーも継続実施した。  

専務レターも毎月継続配信中である。  

 

（３）新規入会キャンペーン・・・＜引続き、大幅会員増＞ 

  新規入会優遇制度を活用し、賛助会員の関連企業を含め、入会キャンペーンを昨年度

に引き続き精力的に推進した。その結果、平成 25 年度末の賛助会員 164 社は、平成 26

年度に 26 社の新規入会を得、平成 26 年度末には最終的に 183 社となり、19 社（+26－

7）の大幅増を今年度も達成した。新規会員は、賛助会員の関連企業のほか、セキュリテ

ィや港湾物流関連企業など幅広い業種の企業の参加があった。また、協力会員も 3 団体

増加して 20 団体となり、総計 203 会員と 200 会員を超えることになった。  

 

２．特記事項 

・海洋開発ﾌｫｰﾗﾑ解散（平成 26 年度末）と海洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ委員会発足（平成 27 年 4 月） 

・震災復興ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ解散（平成 26 年度末）と企画渉外部への当該業務移行  

・一部委員会・部会組織の改編（平成 27 年 4 月より新体制）         
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平成２６年度 決算のポイント 

 

平成２７年６月 

（一財）エンジニアリング協会 

 

１．一般正味財産増減 （カッコ内は平成２５年度決算及び増減。以下同じ。） 

①経常収益 ：          １，３９３．３百万円（５４１．２百万円） 

【高圧ガス補助金を除く：     ６１６．５百万円（５４１．２百万円 ↑７５．３百万円）】 

うち 基本財産等運用益        ６１．１百万円（ ５４．１百万円 ↑７．０百万円） 

会費収入             ２１２．２百万円（２０６．５百万円 ↑５．７百万円） 

受取分担金等           ４７．１百万円（ ４８．７百万円 ↓１．６百万円） 

受託収益           １，０３８．１百万円（１７２．８百万円） 

【高圧ガス補助金を除く：       ２６１．３百万円（１７２．８百万円 ↑８８．５百万円）】 

（参考：対平成２６年度予算） 

経常収益 ：          １，３９３．３百万円（ ３，５８６．１百万円 ↓２，１９２．８百万円） 

【高圧ガス補助金を除く：      ６１６．５百万円（   ６４６．１百万円 ↓２９．６百万円）】 

 

②経常費用 ：           １，４５２．６百万円（６２６．１百万円） 

【高圧ガス補助金を除く経常費用：６７５．８百万円（６２６．１百万円 ↑４９．７百万円）】 

うち 事業実施費          １，１２０．６百万円（２６９．２百万円） 

【高圧ガス補助金を除く事業実施費 ：３４３．８百万円（２６９．２百万円 ↑７４．６百万円）】 

人件費               １４６．８百万円（１６７．９百万円 ↓２１．１百万円） 

管理費               １４３．１百万円（１３６．４百万円 ↑ ６．７百万円） 

（参考：対平成２６年度予算） 

経常費用 ：           １，４５２．６百万円（３，６５４．０百万円 ↓２，２０１．４百万円） 

【高圧ガス補助金を除く経常費用： ６７５．８百万円（  ７２１．１百万円 ↓４５．３百万円）】 

 

③当期経常増減額（評価後） ：   ▲６１．５百万円（▲８６．３百万円 ↓２４．８百万円） 

（参考：対平成２６年度予算） 

当期経常増減額（評価後） ：   ▲６１．５百万円（▲６７．９百万円 ↓６．４百万円） 

 

④当期の実質的な赤字：       ▲３５．５百万円（▲６５．７百万円 ↓３０．２百万円） 

（実質的な赤字：当期経常増減額（評価後）から什器等の減価償却費（26.0 百万円）を除いた額） 

（参考：対平成２６年度予算） 

当期の実質的な赤字：   ▲３５．５百万円（▲４７．２百万円 ↓１１．７百万円） 

 

２．経常外増減 

川崎水素ＳＴの撤去・除却 ：８．２百万円（横浜大黒ＳＴ他 １６．１百万円） 

 

３．公益目的支出 ：           １８０．９百万円（２３１．０百万円 ↓５０．１百万円） 

（内閣府に提出した計画では、毎年度１６３．９百万円以上を支出する計画になっている。） 

 

４．期末正味財産 ：         ２，９８７．４百万円（３，０５５．４百万円 ↓６８．０百万円） 

 

（注）高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金 ７７６，７８１，９８１円 

 

 



 

【備考】  

 

（１）今後の主な減価償却財産： 什器備品（２８．５百万円）及びソフトウェア（５５．４百万円） 

 

（２）債権資産の運用状況 

期末有価証券時価評価額： ２，３４８．５百万円（評価益： ↑８９．９百万円） 

 

（３）公益目的支出計画の実施状況 

①公益目的財産額：               ３，３５４，４２２，４０５円 

②公益目的支出計画（年額）：           １６３，８９６，６２２円 

③実施期間（当初）：            ２１年間（平成２３～４３年度） 

④公益目的財産の残額（平成２６年度末）： ２，５４５，７４５，７０４円 

⑤残りの期間（試算）： ④÷②＝１５．５年（約１６年間、平成４２年度まで） 
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第 5 回 エンジョイセミナー in 大阪 
（6 月 2 日（火） 於：大阪大学 中之島センター） 

 
 以下は、私（前野）が個人的に面白かったと思ったところを抜書きしており、

網羅的なメモではありません。 

 
１ 関西産業の成長力の強化について （近畿経済産業局長 関 総一郎様） 

 
① 日本経済は、アベノミクス効果もあり、「緩やかに成長」を続けてきてい

るが、この「緩やか」という言葉がなかなかとれない。円安の効果もあっ

て輸出数量も伸びてはいるが、製造現場の海外移転が進んでいるため、過

去の円安局面ほどの回復は見ていない。 
② 近畿地方は、日本全体の産業構造と比べて、基礎素材産業のウェートが高

い一方、輸送用機械（自動車）のウェートが低いという特徴があるものの、

バランスの取れた産業構造であると思っている。 
③ 近畿地方は、輸出関連を含め、日本全体と比べて経済回復のペースは順調

である。個別に見ると、家電関係はもう一歩であるが、住宅着工件数は底

を打っている。 
④ 近畿地方における将来のものづくりで、期待をしている分野の一つが再生

医療関連である。薬事法の改正により、「再生医療等製品」について条件

付承認制度が創設され、この分野での新製品が生まれる基盤ができている。

近畿地方の大学や研究所には、ライフサイエンス系の研究者が 2,000 名を

超えて在籍しており、既に大学等におけるシーズを使った医療機器の開発

が進んでいる。 

 
2 大転換期における日本のエネルギー戦略 

（一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 理事長 豊田 正和様） 

 
① 東日本大震災後、原発がストップしたため、日本のエネルギー需給率は 6％

と G８では最低レベルとなった。また、ヨーロッパのような電力の国際連

系もない。すなわち、日本はエネルギー安全保障脆弱国である。 
② エネルギー情勢を考えるにあたっては、7 つのリスクがある。第 1 のリス

クは、シェールオイル革命による原油価格下落である。現状（バーレルあ

たり＄60～＄70）では、多くの産油国で財政収支が赤字となる。シェール

革命は、需給緩和という意味ではプラスの効果をもたらすが、LNG プロ

ジェクトにはマイナスであり、また米国の中東離れ、という懸念もある。 
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③ 第 2 のリスクは、高まる地政学上のリスクである。中東における政情不安

に加えて、日本は LNG、原油ともロシアへの依存度を高めており、ウク

ライナ情勢の動向もリスクの一因となり得る。 
④ 第 3 のリスクは、資源獲得競争と領有権紛争である。中国は今後輸入石油

への依存度を高めていくと見込まれ、その結果例えば南シナ海における領

有権争いが激化する恐れがある。 
⑤ 第 4 のリスクは、米国が「世界の警察官」の役割を担えなくなってきてい

ることである。中国の軍事力が相対的に高まってきていることに加え、海

外派兵に対して米国市民は厳しい見方をしてきている。 
⑥ 第 5 のリスクは、気候変動問題である。日本においては、かつて気候変動

問題を熱心に議論していた人々（環境派）は、「反原発」にしか興味を持

たなくなったように見える。しかし、世界を見ると、アメリカはシェール

革命のおかげで二酸化炭素の排出を削減できるようになり、中国も環境問

題から逃げられなくなってきており、日本だけがこの問題に無関心という

わけにはいかない。 
⑦ 第 6 のリスクは、原子力の安全性の確保と再稼動のスピードである。もと

もと日本の原子力技術は世界トップクラスであるが、全電源喪失に対応で

きていなかった、という問題があったため事故が発生した。まずは、審査

機関の独立性の確保が求められたが、これについては体制が整った。次に

重要なことは、国民の意識改革（絶対安全を求めるのではなく、許容でき

るリスクを考える）である。安全性の確認された原発を再稼動することが、

日本経済にとっては不可欠である。 
⑧ 第 7 のリスクは、日本がアジアのエネルギーネットワークから阻害されて

いることである。極東地域だけをとっても、中国、ロシア、韓国などの間

では天然ガスのパイプラインの敷設の話が進んでおり、日本も国際的な天

然ガスパイプラインや電力系統について、考えていく必要がある。 
⑨ 最後に、先般示された 2030 年度におけるエネルギーミックスに関して、

述べたい。まず、野心的な省エネルギーの推進により、エネルギー効率を

約 35％改善する、としている。これは、石油ショック以来のエネルギー効

率の改善のペースを継続する、ということを意味している。また、電源構

成の中で、省エネルギーと合わせて再生可能エネルギーの最大限の導入に

より約 4 割をまかない、原発依存度を 22～20％に引き下げる（大震災前

は 29％）こととしている。これにより、電力コストは 2～5％低減し、エ

ネルギー起源二酸化炭素排出量は 2013 年比 21.9％削減される。これは、

欧米諸国と比べても、遜色のない目標であると思う。 
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3 日本とアジアの経済関係と JETRO の活動 
（日本貿易振興機構（JETRO） 大阪本部長 松本 裕樹様） 

 
① 日本の貿易収支は、原発停止による鉱物性燃料の輸入増加により赤字傾向

にあるが、加えて輸送機器や電気機器の貿易黒字幅が大きく縮小している

のが貿易赤字の原因となっている。アベノミクス効果もあり、円安傾向に

あるが、2007～2008 年当時の円安局面と異なり、輸出数量指数の伸びは

大きくない。この要因は、海外の需要が伸びていないことと円高の際に製

造拠点を海外に移転してしまったためである。この貿易赤字を、第一次所

得収支（直接投資収益、証券投資収益など）の黒字で補い、経常収支全体

では若干の黒字となっている。内閣府のアンケート調査を見ても、企業の

海外生産比率は、今後とも増加する傾向にある。 
② 中国の成長率が鈍化している、と最近よく言われる。それは事実であるが、

2013 年の中国の GDP の増加分（約 1 兆 824 億ドル）は、インドネシアの

GDP を上回る。一人当たり GRP（Gross Regional Product）が 1 万ドル

を超える都市の数も、2007 年の 2 都市から 2013 年は 60 都市となり、こ

れらの都市に住む人口も約 3 億 3,756 万人となった。6 億人を超えるイン

ターネット・ユーザーが存在し、その 3/4 以上が 30 歳代以下である。日

本製品に対する買い控え行動も、改善してきており、日本製品や日本式サ

ービスに対する関心が高まっている。最近日本には中国人観光客が多く訪

れているといわれているが、中国当局の統計によれば、海外に出国する中

国人で日本を訪れるのは、全体の 1.9％（約 184 万人）に過ぎず、これか

ら開拓の余地が大きい。日本企業の中国ビジネスに対する態度は、一部に

逡巡するところも見られるが、非製造業・中小企業を中心に積極的な動き

も見られる。中国の地方政府も、日本との交流に積極的なところが多く見

られる。問題は、中国の賃金水準が上がってきていることで、労働集約型

の産業を中心に、より賃金の安い ASEAN 諸国へシフトする動きも見られ

る（チャイナプラスワン）。 
③ ASEAN については、2015 年に ASEAN 経済共同体（AEC）を作る方向

で動いている。ただし、既に ASEAN 域内ではかなりの品目について関税

がゼロとなっており、共通関税は採用せず、人の移動も一定の制限がある

ため、EU のような共同体とは、かなり様相を異にする。陸の ASEAN（メ

コン地域）で目立つのは、各国をつなぐインフラが整備されつつあること

である（例：東西経済回廊、南部経済回廊と関連港湾の整備）。こうした

インフラを活用して、国をまたがった生産ネットワークができつつある。

鉄道網も整備計画が進んでいる。また、ミャンマーでは、ティラワやダウ
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ェーでの地域開発プロジェクトが進んでいる。海の ASEAN では、新政権

が発足したインドネシアが注目される。新政権は、積極的なインフラ整備

計画を推進しつつある。また、インドネシアにおける自動車生産は急増し、

タイに迫る勢いとなっている。製造業のほか、小売業、サービス業などの

非製造業の ASEAN 諸国への進出も著しい。 
④ インドには、現在約 1,200 社の日系企業が進出し、約 4,000 の拠点を有し

ている。新規参入が難しい国であるため、進出企業数は多くないが、最近

拠点数は大幅に増加してきている。インドの有利な点の一つは、多くのイ

ンド人が中東地域やアフリカ地域に進出していることであり、しかもビジ

ネスの上層部にも食い込んでいることである。したがって、インドは中東

やアフリカの gateway となり得る。2014 年 5 月に発足したモディ政権は

様々な改革を推し進めようとしている。この改革が更に進むかどうかは、

次の上院選挙で与党が勝利できるかにかかっていると思う。 
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日本の競争力などについて 

 
 以下は、6 月下旬にお聞きした、経済産業省の新居企業行動課長と産業技術総

合研究所の安永理事のお話から、私（前野）が面白いと思ったことの抜書きで

す。 

 
１ 今年の「日本再興戦略」の要点 
① アベノミクスは、デフレ脱却を目指してもっぱら需要不足の解消に重きを

おいてきたステージから、人口減少下における供給制約を乗り越えるため

の腰を据えた対策を講ずる「第 2 ステージ」に入った。 
② アベノミクス第 2 ステージの重点施策は、以下の二つ。 
 設備革新にとどまらない、技術や人材を含めた「未来投資による生産

性革命の実現」 
 地域に活気あふれる職場と魅力的な投資先を取り戻し、日本全国隅々

まで、人材や資金、それを支える技術や情報が自由・活発に行き交う、

活力ある日本経済を取り戻す「ローカルアベノミクスの推進」 

 
２ 今後の法人税改革 
① 昨年末に、法人実効税率を 37.0%（平成 25 年度）から段階的に引き下げ、

平成 28 年度には 31.3％（－α）とすることが閣議決定された。更に数年

かけて 20％台とすることも決定されている。 
② この法人税改革の議論の過程では、財務省などから「税収中立的に実施す

べきである」との強い意見があったが、それでは意味がないので、先行減

税（2060 億円）を勝ち取った。 
③ それ以外については、課税ベースの拡大（具体的には、外形標準課税、繰

越欠損金控除の削減など）で対応することとなった。結果として、利益の

多い企業には影響はほとんどない、という結果となっている。今後、地方

の中堅企業対策を考えていく必要があると考えている。 

 
3 「攻めのコーポレート・ガバナンス」 
① 日本企業が一層国際化していく中で、企業の情報開示のシステムが問題と

なっている。 
② 日本では、会社法、金商法、取引所規則がそれぞれ企業の情報開示につい

て定めており、頻繁な情報開示が求められる一方、株主総会時期が集中す

るなど、実質的な議論が株主総会でなされにくい制度となっている。 
③ 現在、こうした日本の制度を改善するよう法務省などと話し合いを行って
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いる。 
4 新たな情報革命 

① IT 技術の進展に伴い、各国企業は、データの利活用によって新たなビジネ

スが創出できるというコンセンサスがあるが、日本企業は、飛びぬけてそ

の意識が低い。 
② IT 投資に関しても、日本企業は、「IT による業務効率化、コスト削減」と

いった守りの IT 投資であるのに対し、米国企業は、「IT を活用したビジネ

スモデル変革」「IT による製品・サービス開発強化」といった攻めの IT
投資である。 

③ 具体的な施策はこれから考えるところであるが、こうした日本企業の意識

を変革する必要があると考えている。 

 
5 2050 年の世界 
① 世界の重心が先進国から新興国にシフトすることは不可避であるが、その

中で、特に日本の相対的な地位の低下が著しいのではないかと思っている。

われわれの推計では、日本経済の世界経済に占める割合は、13.8％（1990
年）→5.7％（2014 年）→2.8％（2050 年）となると考えている。 

   （注）    1990 年 2014 年  2050 年 
米 国：26.5％ →21.0％ →14.9％ 
E  U：31.5％ →22.1％ →13.3％ 

      中 国： 1.8％ →12.5％ →19.3％ 
      インド： 1.4%  →  2.5%  →10.1％ 
② TPP に続く経済連携をどのように考えるか、総合的な人口対策をどのよう

にするか、など中長期的な論点を産業構造審議会でご議論いただく予定で

ある。 

 
6 日本の技術力、産業力 
① 「日本は技術力では勝っているが、ビジネスが下手で負けている」という

時代は過ぎ去りつつある。近年の学術研究論文について、質量ともに日本

の国際シェアは下がってきており、中国のウェートが急速に上がってきて

いる。日本のノーベル賞受賞者のほとんどは、1980 年代までの業績を評

価されたものであり、近い将来、確実に中国人のノーベル賞受賞者（科学

関係）が出てくる。 
② 日本の産業は、円高の影響等によりすべての産業が国内にある、と言う状

況ではなくなっている。これを踏まえたうえで、今後の科学技術政策を考

える必要がある。 
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7 基礎研究から商業化への橋渡しの必要性 
① ドイツでは、フラウンホーファー研究所のように、研究所と実業界を行き

来できる研究所が存在し、産学の橋渡し機能を果たしている。これに対し、 

残念ながら、日本の公的研究所や大学と民間企業との人事交流は十分では

ない。 
② アメリカでは、国防総省（DARPA）が巨額の基礎研究資金をだしている

ほか、実用化に遠い研究に対しても、資金を提供するファンドが存在する。

日本には、こうしたファンドは存在しない。 
③ 産業技術総合研究所は、基礎研究と実用化の橋渡し機能を果たしたいと考

えている。なお、企業のオープンイノベーション（外部の技術・知識を活

用した研究開発）に対する控除制度が拡充された。こうした制度も使って、

産業技術総合研究所を利用してほしい。 
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7 月の講演会の実施について 

 

平成 27 年 6 月 25 日 

エンジニアリング協会 

専務理事 前野陽一 

 

 7 月は、5 件の講演会のほか、第 2 回海外安全対策講座（OSE）を実施する予

定です。正式のご案内は、別途お送りいたします。 

 

1 第 2 回 海外安全対策講座（海外出張者・赴任者向けの危機管理訓練） 

 （7 月 2 日（木） 13 時 30 分～16 時 30 分 

Crisis Management 株式会社  清 田  泰 寛 様 

  マイケル ダニエル様） 

   

本講座では、海外の出張先・赴任先で事件に巻き込まれた場合を想定して、

世界中の企業の危機管理を総合的に支援するCrisis Management株式会社の

専門家から現場経験に基づいた講義と、対処方法に関する想定訓練を実施し

ます。 

リスク管理部門や海外営業部門、情報管理部門の皆様にお越しいただけれ

ば幸いです。 

  なお、当日ご出席いただいた企業様には、Crisis Management 株式会社の

行う危機管理訓練について、特別価格でご参加いただける特典があります。 

 

2 海外建設プロジェクトにおける契約管理とポリティカルリスク保険 

  契約紛争の実例から見る契約管理の在り方 

（7 月 9 日（木） 長島・大野・常松法律事務所 井口 直樹様 

AIU 損害保険株式会社    須知 義弘様） 

 

  2013 年に国土交通省がまとめた「海外建設プロジェクトの紛争事例集」に

ついて、専門家の立場から参加された井口様と、契約管理に関するポリティ

カルリスク保険をご担当されている須知様から、いかに企業としてトラブル

による損失を避けていくかについて、お話をいただきます。 

  海外営業部門や法務部門の皆様にご参加いただければ幸いです。 
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3 アジアインフラ投資銀行（AIIB）について 

 （7 月 15 日（水）  日本貨物鉄道株式会社 監査役  

財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員 

             宗永 健作様） 

 

    中国主導で進められているアジアインフラ投資銀行（AIIB）については、

日本国内でも様々な報道がなされ、会員企業の皆様も関心を有しておられる

ことと思います。 

  今回の講師の宗永様は、財務省に永年勤務され、アジア開発銀行(ADB）の

研究所で、AIIB の設立を進めている中国関係者とも親交があり、AIIB の設

立の背景も熟知されておられる方です。今回の講演では、国際金融秩序にお

ける AIIB の位置づけ、日本が AIIB に加盟することの是非などについてお話

いただきます。 

  海外営業部門や企画部門の皆様にお聞きいただければ幸いです。 

 

4 インドネシア・ジョコウィ政権の１年 ～ 課題と展望 

 （7 月 16 日（木） 日本貿易振興機構 アジア経済研究所  

地域研究センター 上席主任調査研究員  佐藤 百合様） 

 

  ASEAN の人口の約半分を占める人口を有するインドネシアは、日本企業の

もっとも有望な投資先の一つです。今回の講演では、昨年 10 月に誕生したジ

ョコウィ政権の今までを振り返り、今後日本企業が留意すべき点などをお話

いただきます。 

  インドネシアに関連する業務をなさっている皆様には、是非お越しいただ

きたいと思います。 

 

5 国際テロリズムについて 

 （7 月 24 日（金） 公安調査庁 公安調査第二部 統括調査官 山口 純様） 

 

  当協会の講演会以外では、なかなか聞く機会の少ない公安調査庁のご担当

者の講演です。公安調査庁の WEB を見ていただければわかりますが、同庁で

は、テロ問題についての専門家を数多く擁し、様々な分析を行っておられま

す。 

  今回の講演では、世界のテロリズムについて概観していただきます。 
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  安全対策部門や海外営業の皆様にお聞きいただければ幸いです。 

 

6 アルジェリアにおける日本企業活躍の可能性（仮題） 

 （7 月 28 日（火） 駐アルジェリア民主人民共和国日本大使館 

 特命全権大使 藤原 聖也様） 

 

   アルジェリアは資源国であり、多くの日本企業にとっては重要な国です。

今回は、一時帰国のお忙しい中、藤原大使に日本企業にとってのアルジェリ

アの可能性や日本企業の活躍の現状などについて、具体的にお話をいただく

予定です。 

   海外営業部門の皆様のみならず、経営幹部の皆様にもお越しいただければ

幸いです。 




